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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成29年11月９日に提出いたしました第116期第２四半期（自　平成29年７月１日　至　平成29年９月30日）の四半

期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するもので

あります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第３　提出会社の状況

２　役員の状況

第４　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

注記事項

（株主資本等関係）

２　その他

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。

 

第一部【企業情報】

第３【提出会社の状況】

２【役員の状況】

　　（訂正前）

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

　　（訂正後）

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

　なお当社は執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行

役員の異動は次のとおりであります。

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

執行役員

技術本部　生産部門　車両工

務部、車体製造部、車両製造

部、車両品質管理部、車両技

術部執行担当

執行役員

技術本部　生産部門　車両工

務部、車体製造部、車両製造

部、車両品質管理部、車両技

術部執行担当　兼　車両工務

部長

大田　英輔 平成29年９月１日
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第４【経理の状況】

１【四半期連結財務諸表】

【注記事項】

（株主資本等関係）

　　（訂正前）

（省略）

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

（省略）

２．　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

　　末後となるもの

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年11月６日

取締役会
普通株式 12,599 16円00銭  平成29年９月30日  平成29年11月30日 利益剰余金

(注)　平成29年11月６日取締役会決議による配当金の総額には、取締役等を受益者とする信託が保有する当社の

株式に対する配当金13百万円が含まれております。

 

　　（訂正後）

（省略）

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

（省略）

２．　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

　　末後となるもの

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年11月６日

取締役会
普通株式 12,615 16円00銭  平成29年９月30日  平成29年11月30日 利益剰余金

(注)　平成29年11月６日取締役会決議による配当金の総額には、取締役等を受益者とする信託が保有する当社の

株式に対する配当金13百万円が含まれております。

 

２【その他】

　　（訂正前）

　平成29年11月６日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………12,599百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………16円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成29年11月30日

（省略）

 

　　（訂正後）

　平成29年11月６日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………12,615百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………16円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成29年11月30日

（省略）
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